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富山県告示第64号 

   指定公金事務取扱者の指定について 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第 243条の２第１項に規定する指定公金事務 

取扱者を指定したので、同条第２項及び富山県会計規則（昭和62年富山県規則第17 

号）第 151条の２の規定により告示する。 

  令和８年２月10日 

富山県知事 新  田  八  朗  

１ 指定公金事務取扱者の名称及び住所又は事務所の所在地 

  富山市桜町１丁目１番61号 

  富山ターミナルビル株式会社 

２ 指定公金事務取扱者が受託した公金事務に係る歳入等又は歳出 

  富山県キャッシュレス決済端末により納付を行った富山県の行政手続きに係る 

 申請手数料等 

３ 指定公金事務取扱者が公金事務を受託した期間 

  令和７年12月１日から令和８年３月31日まで 

４ 指定公金事務取扱者を指定した日 

毎週月.水.金曜日発行 
令和８年２月10日 

火 曜 日 
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開発行為の工事完了 

 都市計画法（昭和43年法律第 100号）第29条の規定により許可した開発行為に関 

する工事が完了したので、同法第36条第３項の規定により公告する。 

  令和８年２月10日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  
 

開発区域又は工区に 
 

含まれる地域の名称 

公 共 施 設 開 発 許 可 を 受 け た 者 

位置･区域 種 類 住    所 氏   名 

黒部市宇奈月町浦山字大
橋割7066番１、7067番１   石川県白山市松本町

2512番地 
株式会社クス
リのアオキ 

 

 

富山県庁舎の清掃等業務委託に係る一般競争入札の実施 

  富山県庁舎の清掃等業務委託について、次のとおり一般競争入札を行うので、地 

方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第 167条の６第１項及び地方公共団体の物 

品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第 372号。以下 

「特例政令」という。）第６条の規定により公告する。 

    令和８年２月10日 

                                     富山県知事 新  田  八  朗  

１ 入札に付する事項 

 ⑴ 委託業務の名称及び数量 

   富山県庁舎清掃等業務委託 一式 

 ⑵ 委託業務の仕様等 

   入札説明書及び業務委託仕様書による。 

 ⑶ 委託期間 

   令和８年４月１日から令和９年３月31日まで 

 ⑷ 履行場所 
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   富山市新総曲輪１番７号  

   富山県庁舎 

 ⑸ 調査基準価格 有 

２ 入札に参加する者に必要な資格 

  入札に参加する者は、次に掲げる条件をすべて満たさなければならない。 

 ⑴ 庁舎等の清掃、設備保守等の役務の調達契約に係る競争入札に参加する者に 

  必要な資格等について（令和６年富山県告示第 137号）第１の規定に該当しな 

  い者であること。 

 ⑵ 富山県の庁舎等の清掃、設備保守等の役務の調達契約に係る競争入札参加資 

  格の審査（以下「競争入札参加資格審査」という。）の結果、清掃業務の区分 

  において、Ａの等級に格付けされている者であること。 

 ⑶ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和45年法律第20号）第12 

  条の２第１項第１号又は第８号に掲げる事業について、都道府県知事の登録を 

  受けている者であること。 

 ⑷ 過去５年間に延床面積 3,000平方メートル以上の建物の清掃業務契約を元請 

  として結び、契約業務を誠実に履行した実績を有する者であること。 

 ⑸ 令和７年４月１日以降、富山県の競争入札において指名停止の措置を受けて 

  いない者であること。 

３ 入札参加資格の確認 

 ⑴ 入札に参加を希望する者は、入札参加資格確認申請書（様式１。以下「申請 

  書」という。）及び入札参加資格確認資料（以下「資料」という。）を提出し、 

 入札に参加する資格の確認を受けなければならない。 

  なお、申請書若しくは資料を提出しない者又は入札に参加する資格がないと認 

 められた者は、入札に参加することができない。 

 ⑵ 資料は、次のとおりとする。 

  ア 富山県知事からの清掃及び設備保守点検業務等競争入札参加資格審査結果 

   通知書の写し 

  イ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則（昭和46年厚生省 

   令第２号）第32条に規定する登録証明書の写し 
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  ウ ２の⑷の能力を有することを証する次に掲げる書類 

    実績申立書（様式２） 

    契約書の写し 

 ⑶ 申請書及び資料の提出期間 

   令和８年２月10日（火）から同年２月24日（火）までの間（日曜日、土曜日 

  及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第 178号）に規定する休日を除く。) 

  の午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時15分までとする。ただ 

  し、競争入札参加資格審査を現に申請している者にあっては、⑵のアの書類は、 

  入札書提出時に提出すること。 

 ⑷ 申請書及び資料の提出場所並びに問い合わせ先 

    〒 930－8501  富山市新総曲輪１番７号 

                     富山県経営管理部財産管理室管理担当 

                     電話 076-444-3171 

 ⑸ 入札参加資格の確認の結果 

    入札参加資格の確認の結果は、令和８年３月３日（火）までに申請者に通知 

  する。 

 ⑹ その他 

    ア 資料の作成に要する費用は、申請者の負担とする。 

  イ  提出された資料は、入札参加資格の有無の確認以外には使用しない。 

  ウ  提出された資料は、返却しない。 

  エ  提出された資料に関し、契約を担当する職員から説明を求められた場合 

   は、これに応じなければならない。 

４ 入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明 

 ⑴ 入札参加資格がないと認められた者は、入札参加資格がないと認めた理由に 

  ついて説明を求めることができる。 

 ⑵ ⑴により説明を求める場合には、令和８年３月６日（金）までに説明を求め 

  る旨を記載した書面を持参により提出しなければならない。 

 ⑶ ⑵により書面が提出されたときは、令和８年３月10日（火）までに文書によ 

  り回答する。 
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 ⑷ ⑵の書面の提出場所は、次のとおりとする。 

   ３の⑷に掲げる場所 

５  入札書の提出場所等 

 ⑴ 入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先 

   ３の⑷に掲げる場所及び問い合わせ先 

 ⑵ 入札説明書等の配布 

   ３の⑶に掲げる期間内に３の⑷に掲げる場所において希望者に無料で交付す 

  るほか、富山県ホームページの「富山県庁舎の清掃等業務委託に係る一般競争 

  入札の実施」に公開する。 

 ⑶ 入札書の提出期限 

   令和８年３月17日（火）午後５時15分 

 ⑷ 入札書の提出方法 

   直接持参又は書留郵便（書留郵便により入札書を提出する場合にあっては、   

  提出期限までに必着とすること。） 

６ 開札の日時、場所等 

 ⑴ 開札の日時 令和８年３月23日（月）午前10時00分 

 ⑵ 開札の場所 

    〒 930－8501  富山市新総曲輪１番７号 

                     防災危機管理センターＢ807会議室 

 ⑶ 開札は、原則として入札に参加する者全員の立会いのもとで行う。開札に立 

  ち会うことができない者は、開札日の前日までに、その旨を３の⑷の機関に届 

  け出るものとする。 

７ 入札保証金に関する事項 

    免除とする。 

８ 入札の無効に関する事項 

    次に掲げる入札は、無効とする。 

 ⑴ この公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札 

 ⑵ 虚偽の申請書又は資料を提出した者の入札 

 ⑶ この公告に示した入札に参加する者に求められる義務を履行しなかった者の 
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  した入札 

 ⑷ その他入札説明書に示した無効の入札の条項に該当する入札 

９ 入札の方法 

 ⑴ 入札金額は、年額とし、受託に要する一切の費用を見積もるものとする。 

 ⑵ 落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する額 

  を加算した金額（１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金 

  額）とするので、入札に参加する者は、消費税に係る課税事業者であるか免税 

  事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の 100に相当する 

  金額を入札書に記載すること。 

10 落札者の決定の方法 

 ⑴ 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格 

  をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

 ⑵ ただし、落札者となるべき者の入札価格が調査基準を下回る場合は、落札者 

  の決定を保留し、富山県庁舎等清掃及び警備業務委託低入札価格調査制度実施 

  要領に基づき、審査を行い、落札者を決定する。 

 ⑶ 落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに、当該入 

  札者にくじを引かせ、落札者を決定する。この場合において、開札に立ち合わ 

  ない者又はくじを引かない者があるときは、これに代わって入札執行事務に関 

  係のない職員にくじを引かせ、落札者を決定する。 

 ⑷ 開札の結果、落札となるべき入札をした者がいないときは、直ちに、再度の 

  入札をすることがある。 

11  その他 

 ⑴ 契約の締結に当たっては、契約書を作成するものとする。 

 ⑵ 入札書及び入札に係る書類並びに契約書及び契約に係る書類において使用す 

  る言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨による表示に限る。 

 ⑶ 契約保証金に関する事項は、入札説明書による。  

 ⑷ この契約は、特例政令の適用を受ける。 

 ⑸ この契約に係る苦情の申立てがあり、富山県特定調達苦情検討委員会が契約 

  締結の停止等を要請した場合においては、この契約手続の停止等を行うことが 
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  ある。 

 ⑹ 令和８年度富山県一般会計予算が議決されなかった場合は、本件調達手続に 

  ついて停止等を行うことがある。 

 ⑺ その他詳細は、入札説明書による。 

12 Outline 

 ⑴ Nature and quantity of the required service: 

      Contract for main building cleaning, etc, 1 set 

 ⑵ Commission period: From April 1, 2026 through March 31, 2027. 

 ⑶ Commission place: Toyama Prefectural Government Building 

 ⑷ Your bid must be delivered not latar than 5:15 pm on March 17, 2026. 

 ⑸ Contact: Address to submit bids and where necessary documents and  

   information may be obtained: 

      Asset Management Office, Management & Administration Department, 

   Toyama Prefectural Government 

   1-7 Shinsogawa, Toyama City, Toyama Prefecture, 930-8501, Japan 

      Telephone: 076-444-3171 (Japanese only) 

 

 

特定農業用ため池の指定 

 農業用ため池の管理及び保全に関する法律第７条第１項の規定に基づき、次の農 

業用ため池について、特定農業用ため池に指定したので、同条第３項の規定により 

公告する。 

  令和８年２月10日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  
 

施設番号 
特定農業用 

ため池名称 
所在地 指定年月日 

162080085 坂東池（上） 砺波市頼成 

令和８年 

１月23日 
162080086 坂東池（下） 砺波市頼成 

162100036 水蟹谷溜池 南砺市岩木 
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特定農業用ため池の指定解除 

 農業用ため池の管理及び保全に関する法律第７条第５項の規定に基づき、次の農 

業用ため池について、特定農業用ため池の指定から解除したので、同条第３項の規 

定により公告する。 

  令和８年２月10日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  
 

施設番号 
特定農業用 

ため池名称 
所在地 

指定解除 

年月日 

162020030 小谷池 高岡市石堤 

令和８年 

１月23日 
162050759 片ヶ谷内池 氷見市稲積 

162100057 檜木谷の口 南砺市法林寺 
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